
平成２８年第６回瑞穂市教育委員会定例会 次第 

平成２８年６月３０日 

開会 

日程第１ 平成２８年第５回瑞穂市教育委員会定例会会議録の承認について 

日程第２ 会議録署名委員の指名について 

日程第３ 報告第３号 瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を 

改正する告示について 

日程第４ 議案第36号 平成２９年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項につ 

いて 

日程第５ 意 見 聴 取 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準 

を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第６ 教育長報告 

日程第７ 事務局報告 教育次長 

教育総務課長 

学校教育課長 

幼児支援課長 

生涯学習課長 

次回教育委員会会議の開催について 

平成２８年７月２６日（火）午後２時００分から 

閉会 



報告第３号 

瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示に

ついて 

瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示案につい

て、瑞穂市教育委員会へ報告する。 

平成２８年６月３０日提出 

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明  

提案理由 

 補助限度額を、平成２８年度の国の基準に基づき市告示の改正を行うもの。 



瑞穂市告示第●●号

 瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。

  平成２８年６月●日

                   瑞穂市長 棚 橋 敏 明



   瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する告示

第１条 瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成２２年瑞穂市告示

第１４５号）の一部を次のように改正する。

  第３条ただし書を削る。

  別表（第３条関係）を次のように改める。

区分
補助限度額（年額）

第１子 第２子 第３子以降

生活保護法の規定による

保護を受けている世帯

円

３０８，０００

円

３０８，０００

円

３０８，０００

当該年度に納付すべき市

区町村民税が非課税とな

る世帯及び当該年度に納

付すべき市区町村民税の

所得割が非課税となる世

帯

２７２，０００ ２９０，０００ ３０８，０００

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割が非

課税となる世帯及び当該

年度に納付すべき市区町

村民税の所得割が非課税

となる世帯（ひとり親世

帯等）

３０８，０００ ３０８，０００ ３０８，０００

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が７７，１００円以下

の世帯

１１５，２００ ２１１，０００ ３０８，０００

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が７７，１００円以下

の世帯（ひとり親世帯

等）

２１７，０００ ３０８，０００ ３０８，０００

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が２１１，２００円以

下の世帯

６２，２００ １８５，０００ ３０８，０００

上記区分以外の世帯 － １５４，０００ ３０８，０００



備考

（１）この表の納付すべき市区町村民税の所得割課税額とは、次の規定は適用

しないものとする。

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７及び第３１

４条の８に規定する控除

イ 地方税法附則第５条の４に規定する控除

（２）ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が次に

該当する世帯をいう。

  ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定する要

保護者（以下「要保護者」という。）

  イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）による

配偶者のいない者で現に児童を扶養している者

  ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規

定により身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

  エ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６号）の

規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

  オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

た者（在宅の者に限る。）

  カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４

号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に限る）

キ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の障害

基礎年金の受給者その他適当な者（在宅の者に限る。）

ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

（３）世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する。

（４）途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補

助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋３）÷１５（１００円未満を四捨

五入）

（５）実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。

（６）同一世帯において、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害

児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する

小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前子ども、家庭的保育

事業等による保育を受ける小学校就学前子ども、児童発達支援若しくは医

療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども又は小学校第１学年から第

３学年までに在学する子どもが２人以上いる場合の補助限度額は、この表

を適用する児童が第２子の場合はこの表の第２子の欄に定める金額、第３

子以降の場合は第３子以降の欄に定める金額とする。



（７）（６）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が７７，１０

１円未満の世帯（ひとり親世帯等を除く。）において、生計を一にする補

助限度額基準者（保護者に監護される者、保護者に監護されていた者及び

保護者又はその配偶者の直系卑属（保護者に監護される者及び保護者に監

護されていた者を除く。）をいう。以下同じ。）が２人以上いる場合の補

助限度額は、この表を適用する児童が第２子の場合はこの表の第２子の欄

に定める金額、第３子以降の場合は第３子以降の欄に定める金額とする。

（８）（６）及び（７）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が７

７，１０１円未満のひとり親世帯等において、生計を一にする補助限度額基

準者が２人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童が第２子の

場合はこの表の第２子の欄に定める金額、第３子以降の場合は第３子以降の

欄に定める金額とする。

  様式第２号を次のように改める。



様式第２号（第４条関係）

私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書

幼稚園名            

設置者名          印 

保 育 料 等 減 免 措 置階
層区分 減免額

円

A
補助限度額

(年額)
円

B
 補助対象

人員
人

C
補助額
(A×B)

円

生 活 保 護 法 の 規 定
に よ る 保 護 を 受 け
て い る 世 帯

第1子

第2子

第3子以降

市 区 町 村 民 税 が 非 課
税となる世帯及び市 区
町 村 民 税 の 所得割が
非課税となる世帯

第1子

第2子

第 3 子以降

市区町村民税が非課税

となる世帯及び市区町

村民税の所得割が非課

税となる世帯（ひとり

親世帯等）

第1子

第2子

第3子以降

市区町村民税の所得割
課税額が７７，１００
円以下の世帯

第1子

第2子

第 3 子以降

市区町村民税の所得割

課税額が７７，１００

円以下の世帯（ひとり

親世帯等）

第1子

第2子

第3子以降

市区町村民税の所得割
課税額が２１１，２０
０円以下となる世帯

第1子

第2子

第3子以降

上記区分以外の世帯

第 2 子

第3子以降

合  計



  様式第７号を次のように改める。



様式第７号（第７条関係）

年  月  日 

 瑞穂市長 様

私立幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書

住所              

幼稚園名            

設置者名          印 

 瑞 穂 市 私 立 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ７ 条 の 規 定 に 基

づ き、関係書類を添えて次のとおり実績報告書を提出します。

保育料等減免措置階層
区分

A
補助限度額

(年額)
円

B
 補助対
象人員

人

C
補助額
(A×B)

円

D
補助金交
付決定額

円

E
不要額
(D－C)

円

生活保護法の規定によ
る保護を受けている世
帯

第1子

第2子

第3子 以降

市区町村民税が非課税
となる世帯及び市区町
村民税の所得割が非課
税となる世帯

第1子

第2子

第 3 子 以降

市区町村民税が非課税

となる世帯及び市区町

村民税の所得割が非課

税となる世帯（ ひ と り 親 世 帯 等 ）

第1子

第2子

第3子 以降

市区町村民税の所得割

課税額が７７，１００

円以下となる世帯

第1子

第2子

第3子 以降

市区町村民税の所得割
課税額が７７，１００
円以下となる世帯（ひ
とり親世帯等）

第1子

第2子

第3子 以降

市区町村民税の所得割
課税額が２１１，２０
０円以下となる世帯

第1子

第2子

第3子 以降

上記区分以外の世帯
第2子

第3子以降

合   計

※不用額を生じた場合は、その理由書を添付すること。



第２条 瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を次のように改正

する。

 別表備考第８号中「（６）及び（７）」を「（６）、（７）及び（８）」

に改め、同号を第９号とし、第７号中「（６）」を「（６）及び（７）」に

改め、同号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

（７）（６）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が９７，

０００円未満の世帯において、保護者が現に扶養している児童（１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日までの間にある者とする。）が３人以上いる

場合の補助限度額は、この表を適用する児童が第３子以降の場合は第３子以

降の欄に定める金額とする。

   附 則

 （施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。た

だし、第２条の規定は、平成２８年９月１日から適用する。

 （適用区分）

２ この告示による改正後の瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の別

表の規定にかかる要綱第２条に規定する３歳児、４歳児、５歳児及び満３歳

児については、平成２８年４月１日以降に在園した３歳児、４歳児、５歳児

及び満３歳児に適用する。

 （平成２８年度における特例措置）

３ この告示の第２条の規定による改正後の瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助

金交付要綱（以下、「新要綱」という。）の別表第７号に該当する世帯にお

ける平成２８年度に交付する補助限度額は、月割り計算とし、平成２８年８

月分まではこの告示の第２条の規定による改正前の瑞穂市私立幼稚園就園奨

励費補助金交付要綱の別表により、平成２８年９月分以降は新要綱の別表に

より算出した金額（１００円未満の端数があるときは、これを四捨五入して

得た金額）を合算したものとする。



- 1 - 

瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱（平成22年瑞穂市告示第145号）新旧対照表

改正案（平成 28 年 9 月 1 日） 改正案（平成 28 年 4 月 1 日） 現行

（補助金の額）

第 3 条 補助金の額は、別表に定める補助限度額の範囲内とする。

（補助金の額）

第 3 条 補助金の額は、別表に定める補助限度額の範囲内とする。  

（補助金の額）

第 3 条 補助金の額は、別表に定める補助限度額の範囲内とする。ただし、

別表の(1)従来条件と(2)新条件の両方に該当する場合は、補助限度額の高い

方の条件に該当するものとする。なお、同一世帯においては、(1)従来条件

及び(2)新条件のいずれか一方に該当するものとする。

別表（第 3 条関係）

区分
補助限度額（年額）

第 1 子 第 2 子 第 3 子以降

生活保護法の規定による

保護を受けている世帯

円

308,000 
円

308,000 
円

308,000 
当該年度に納付すべき市

区町村民税が非課税とな

る世帯及び当該年度に納

付すべき市区町村民税の

所得割が非課税となる世

帯

272,000 290,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税が非課税とな

る世帯及び当該年度に納

付すべき市区町村民税の

所得割が非課税となる世

帯（ひとり親世帯等）

308,000 308,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が 77,100 円以下の世帯

115,200 211,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が 77,100 円以下の世帯

（ひとり親世帯等）

217,000 308,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が 211,200 円以下の世

帯

62,200 185,000 308,000 

上記区分以外の世帯 － 154,000 308,000 

別表（第 3 条関係）

区分
補助限度額（年額）

第 1 子 第 2 子 第 3 子以降

生活保護法の規定による

保護を受けている世帯

円

308,000 
円

308,000 
円

308,000 
当該年度に納付すべき市

区町村民税が非課税とな

る世帯及び当該年度に納

付すべき市区町村民税の

所得割が非課税となる世

帯

272,000 290,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税が非課税とな

る世帯及び当該年度に納

付すべき市区町村民税の

所得割が非課税となる世

帯（ひとり親世帯等）

308,000 308,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が 77,100 円以下の世帯

115,200 211,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が 77,100 円以下の世帯

（ひとり親世帯等）

217,000 308,000 308,000 

当該年度に納付すべき市

区町村民税の所得割課税

額が 211,200 円以下の世

帯

62,200 185,000 308,000 

上記区分以外の世帯 － 154,000 308,000 

別表（第3条関係）

(1) 従来条件（兄又は姉が幼稚園児）に該当する場合

区分

補助限度額

1人就園の場合

及び同一世帯

から2人以上就

園している場

合の最年長者

（第1子）

同一世帯から2
人以上就園し

ている場合の

次年長者（第2
子）

同一世帯から3人
以上就園してい

る場合の左以外

の園児（第3子以

降）

円 円 円

生活保護法の規定によ

る保護を受けている世

帯

年額

308,000
年額

308,000
年額

308,000

当該年度に納付すべき

市区町村民税額が非課

税となる世帯及び当該

年度に納付すべき市区

町村民税の所得割が非

課税となる世帯

年額

272,000
年額

290,000
年額

308,000

当該年度に納付すべき

市区町村民税が所得割

課税額が、34,500円に1
6歳未満の扶養親族の

数に21,300円を乗じて

得た額及び16歳以上19
歳未満の扶養親族の数

に11,000円を乗じて得

た額を加えた金額（以

下「第1基準額」とい

う。）以下となる世帯

年額

115,200
年額

211,000
年額

308,000

当該年度に納付すべき 年額 年額 年額
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備考

（１）この表の納付すべき市区町村民税の所得割課税額とは、次の規定

は適用しないものとする。

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７及び第

３１４条の８に規定する控除

イ 地方税法附則第５条の４に規定する控除

（２）ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者

が次に該当する世帯をいう。

  ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者（以下「要保護者」という。）

  イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）

による配偶者のいない者で現に児童を扶養している者

  ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限

る。）

  エ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６

号）の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

  オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

  カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１

３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に

限る）

キ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の

障害基礎年金の受給者その他適当な者（在宅の者に限る。）

ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める

者

（３）世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算

する。

（４）途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている場

合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋３）÷１５（１００円未満

を四捨五入）

（５）実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度と

する。

備考

（１）この表の納付すべき市区町村民税の所得割課税額とは、次の規定

は適用しないものとする。

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の７及び第

３１４条の８に規定する控除

イ 地方税法附則第５条の４に規定する控除

（２）ひとり親世帯等とは、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者

が次に該当する世帯をいう。

  ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者（以下「要保護者」という。）

  イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）

による配偶者のいない者で現に児童を扶養している者

  ウ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４

項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者（在宅の者に限

る。）

  エ 療育手帳制度要綱（昭和４８年９月２７日厚生省発児第１５６

号）の規定により療育手帳の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

  オ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第４５条第２項の規定により精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けた者（在宅の者に限る。）

  カ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１

３４号）に定める特別児童扶養手当の支給対象児童（在宅の者に

限る）

キ 国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に定める国民年金の

障害基礎年金の受給者その他適当な者（在宅の者に限る。）

ク その他市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める

者

（３）世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算

する。

（４）途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている場

合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋３）÷１５（１００円未満

を四捨五入）

（５）実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度と

する。

市区町村民税の所得割

課税額が第1基準額を

超え、171,600円に、1
6歳未満の扶養親族の

数に19,800円を乗じて

得た額及び16歳以上19
歳未満の扶養親族の数

に7,200円を乗じて得

た額を加えた金額（以

下「第2基準額」とい

う。）以下となる世帯

62,200 185,000 308,000

上記区分以外の世帯
―

年額

154,000
年額

308,000

備考

１ この表の納付すべき市町村民税の所得割課税額とは、次の規定

は適用しないものとする。

(1) 地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７及び第314条
の８に規定する控除

(2) 地方税法附則第５条の４に規定する控除

２ 世帯構成員中２人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合

算する。

３ 途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている

場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋３）÷15（100円未満を四

捨五入）

４ 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度

とする。

(2) 新条件（兄又は姉が小学校１年生から３年生）に該当する場合

区分

補助限度額

小学校1年生から3
年生の兄又は姉を1
人有しており、就園

している場合の最年

長者（第2子）

小学校1年生から3年生

の兄又は姉を1人有して

おり、同一世帯から2人
以上就園している場合

の左以外の園児及び小

学校1年生から3年生に

兄又は姉を2人以上有し

ている園児（第3子以降）

円 円

生活保護法の規定による保

護を受けている世帯

年額

308,000
年額

308,000
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（６）同一世帯において、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情

緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若し

くは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前

子ども、家庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ど

も、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学

前子ども又は小学校第１学年から第３学年までに在学する子ども

が２人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童が第２

子の場合はこの表の第２子の欄に定める金額、第３子以降の場合は

第３子以降の欄に定める金額とする。

（７）（６）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が９７，

０００円未満の世帯において、保護者が現に扶養している児童（１

８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者とす

る。）が３人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童

が第３子以降の場合は第３子以降の欄に定める金額とする。

（８）（６）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が７７，

１０１円未満の世帯（ひとり親世帯等を除く。）において、生計を

一にする補助限度額基準者（保護者に監護される者、保護者に監護

されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属（保護者に監護

される者及び保護者に監護されていた者を除く。）をいう。以下同

じ。）が２人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童

が第２子の場合はこの表の第２子の欄に定める金額、第３子以降の

場合は第３子以降の欄に定める金額とする。

（９）（６）及び（７）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課

税額が７７，１０１円未満のひとり親世帯等において、生計を一に

する補助限度額基準者が２人以上いる場合の補助限度額は、この表

を適用する児童が第２子の場合はこの表の第２子の欄に定める金

額、第３子以降の場合は第３子以降の欄に定める金額とする。

（６）同一世帯において、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情

緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園に通い、在学し、若し

くは在籍する小学校就学前子ども、特例保育を受ける小学校就学前

子ども、家庭的保育事業等による保育を受ける小学校就学前子ど

も、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学

前子ども又は小学校第１学年から第３学年までに在学する子ども

が２人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童が第２

子の場合はこの表の第２子の欄に定める金額、第３子以降の場合は

第３子以降の欄に定める金額とする。

（７）（６）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課税額が７７，

１０１円未満の世帯（ひとり親世帯等を除く。）において、生計を

一にする補助限度額基準者（保護者に監護される者、保護者に監護

されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属（保護者に監護

される者及び保護者に監護されていた者を除く。）をいう。以下同

じ。）が２人以上いる場合の補助限度額は、この表を適用する児童

が第２子の場合はこの表の第２子の欄に定める金額、第３子以降の

場合は第３子以降の欄に定める金額とする。

（８）（６）及び（７）の規定にかかわらず、市区町村民税の所得割課

税額が７７，１０１円未満のひとり親世帯等において、生計を一に

する補助限度額基準者が２人以上いる場合の補助限度額は、この表

を適用する児童が第２子の場合はこの表の第２子の欄に定める金

額、第３子以降の場合は第３子以降の欄に定める金額とする。

当該年度に納付すべき市区

町村民税額が非課税となる

世帯及び当該年度に納付す

べき市区町村民税の所得割

が非課税となる世帯

年額

290,000
年額

308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

第1基準額以下となる世帯

年額

211,000
年額

308,000

当該年度に納付すべき市区

町村民税の所得割課税額が

第1基準額を超え、第2基準
額以下となる世帯

年額

114,000
年額

308,000

上記区分以外の世帯 年額

154,000
年額

308,000

備考

1 この表の納付すべき市町村民税の所得割課税額とは、次の規定は
適用しないものとする。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8に規定する控除

(2) 地方税法附則第5条の4に規定する控除

2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算
する。

3 途中入園等により、保育料が在園期間に応じて支払われている場
合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。

補助限度額×（保育料の支払い月数＋3）÷15（100円未満を四
捨五入）

4 実際の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額を限度と
する。

5 小学校1年生から3年生の兄又は姉を1人有している場合の兄又は
姉を「第1子」とし、同一世帯から同時に就園する園児の1人目を
「第2子」、2人目を「第3子以降」とする。ただし、小学校1年生
から3年生の兄又は姉を2人以上有している場合の兄又は姉を「第1
子」、「第2子」の順で数え、同一世帯から同時に就園する園児の
1人目を「第3子以降」とする。

6 小学校１年生から３年生の兄又は姉に対しては、減免（補助）を
適用しない。



瑞穂市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の一部を改正する規則について

１．幼稚園就園奨励費補助金について 

  幼稚園教育の振興と子育て支援の充実を図るために、市内に在住し、市外を含む私立幼稚園に就園

する園児の経済的負担軽減にため、国(文部科学省)の補助を受けて、幼稚園保育料を補助するもの。
補助金額は世帯の市町村民税額及び兄弟状況によって算定し、最大で年額 308,000 円（国の定める
補助限度額で、保育料の全国平均の単価）。

※平成 28年度より清流みずほ幼稚園や大野クローバー幼稚園等が認定こども園に移行したことに伴い、
対象者は減っている。（認定こども園の保育料は市と同じ）

２．改正の内容 

 （１）年少扶養控除のみなし適用の廃止 

 平成 24年度の住民税における年少扶養控除廃止に伴う税額変更に対し、激変緩和措置としてこ
れまで年少扶養控除があったものとみなして再計算する「年少扶養控除のみなし適用」を実施して

きたが、一定期間が経過したことからこれを廃止して、現行税制上の市町村民税所得割額を階層区

分の基準に変更する。なお、保育所保育料及び幼稚園保育料については、平成 27年度より「年少
扶養控除のみなし適用」を廃止している。

※この改正により一部の多子世帯では階層区分が上がり、補助金額が減額となる者がいる。

 （２）年収約 360 万円未満相当の多子世帯の負担軽減 

国の制度改正「平成 28年度における幼児教育の段階的
無償化に向けた取組」により、年収約 360万円未満相当
（所得割額 77,100円未満）の世帯について、従来の多子に
おける年齢の上限（小学校 3年生まで）を撤廃する。
※中学生や高校生、大学生でも第 1子、第 2子とみなす。

（３）ひとり親世帯等要支援世帯の負担軽減 

    上記（２）の国の制度改正により、年収約 360万円未満相当（所得割額 77,101円未満）のひと
り親世帯、在障がい児（者）世帯等の支援を要する世帯について、補助単価額を引き上げて、保

護者負担額を軽減する。

（例１）所得割額が非課税の世帯の第１子の場合    (現行)272,000円 → (改正後)308,000円
（例２）所得割額 77,101円未満世帯の第１子の場合  (現行)115,200円 → (改正後)217,000円

第１子 第２子 第３子

２０歳 １４歳 ５歳
大学生 中学生 年長児

第３子扱い

年収約360万円未満相当世帯

（年齢上限なし）



議案第３６号

   平成２９年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項について

 平成２９年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）を別紙のとおり定め

ることについて瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第

１３号）第３条の規定により瑞穂市教育委員会の議決を求める。

  平成２８年６月３０日提出

瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

   提案理由

 瑞穂市立幼稚園管理規則（平成１５年瑞穂市教育委員会規則第１３号）第３

条の規定により、募集要項を定め瑞穂市教育委員会告示をするため。



平成２９年度瑞穂市立ほづみ幼稚園入園募集要項（案）

１ 募集園児数 ５歳児 ２２名（定員１０５名－今年度年中在園児数）

        ４歳児 １１名（定員 ９９名－今年度年少在園児数）

        ３歳児 ８８名

２ 資  格  ５歳児 市内に在住する平成２３年４月２日から平成２４年

４月１日生まれの幼児

        ４歳児 市内に在住する平成２４年４月２日から平成２５年

４月１日生まれの幼児

３歳児 市内に在住する平成２５年４月２日から平成２６年

４月１日生まれの幼児

３ 就園期間  ５歳児 平成２９年４月１日から平成３０月３１日までの１

年間

        ４歳児 平成２９年４月１日から平成３１年３月３１日まで

の２年間

３歳児 平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで

の３年間

４ 説明会日時 平成２８年７月２７日（水）午前９時２０分から

５ 説明会会場 ほづみ幼稚園

６ 受付期間  平成２８年７月２７日（水）から平成２８年８月５日（金）

まで

７ 抽選会   各年次毎の募集園児数を超えた場合、平成２８年８月２６日

（金）午前９時００分から抽選会を実施する。（前記１の募集

園児数を超えた場合は、後日、該当年次児の保護者の方全員

に文書にて発送させていただきます。）

８ 保育料等  保育料 ※別紙のとおり 

        給食費     月額 ３，７１０円

        交通安全協力費 月額   ５６０円



別 紙

幼稚園保育料徴収額表

入所児童の属する世帯の階層区分 世帯区分
保育料 

(月額 )
多子軽減

対象者

生活保護法 (昭和25年法律第144号 )に
よる被保護世帯 (単給世帯を含む。 )及
び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進及び永住帰国後の自立の支援に関

する法律 (平成6年法律第30号 )による
支援給付受給世帯

円

被保護者等

世帯
0

当該年度分（4月から8月までにあって
は前年度分。以下同じ。）の市町村民

税非課税世帯、又は市町村民税均等割

額のみが課税されている世帯

ひとり親世帯、

在宅障害児 (者 )
がいる世帯等

0

※年齢上限 

なし

一般世帯 1,200

当該年度分の市町村民税課税世帯所

得割額77,100円以下の世帯

ひとり親世帯、

在宅障害児 (者 )
がいる世帯等

3,250

一般世帯 7,500

当該年度分の市町村民税課税世帯所

得割額211,200円以下
全世帯 9,500

小学校３年生

まで当該年度分の市町村民税課税世帯 

所得割 211,201 円以上 全世帯 12,500



意見聴取

瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例について 

 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第２９条の規定により、瑞穂市教育委員会の意見を求める。 

  平成２８年６月３０日提出

               瑞穂市教育委員会教育長 加 納 博 明 

   提案理由 

 平成２８年９月開会予定、平成２８年第３回瑞穂市議会定例会への議案提出

につき、瑞穂市教育委員会の意見を求めるもの。 



議案第●●号

   瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例について 

 瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例案を別紙のとおり提出する。 

  平成２８年９月●日提出

                      瑞穂市長 棚 橋 敏 明 

   提案理由 

 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働省令第２３号）

の施行に伴い、特別避難階段に係る規制が合理化されたため、市条例の改正を

行うもの。 



瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例

瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年瑞穂市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

第２８条第７号イの表及び第４３条第８号イの表中「外気に向かって開くこ

とのできる窓若しくは排煙設備（同条第３項第１号に規定する国土交通大臣が

定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められる

ものに限る。）を有する付室」を「付室（階段室が同条第３項第２号に規定す

る構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。）」に、

「同条第３項第２号、第３号及び第９号」を「同条第３項第３号、第４号及び

第１０号」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。
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瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年瑞穂市条例第22号）新旧対照表

改正後（案） 現行

（設備の基準） （設備の基準）

第28条 小規模保育事業A型を行う事業所（以下「小規模保育事業所A型」
という。）の設備の基準は、次のとおりとする。

第28条 小規模保育事業A型を行う事業所（以下「小規模保育事業所A型」
という。）の設備の基準は、次のとおりとする。

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）
を２階に設ける建物は次のア、イ及びカに掲げる要件に、保育室等

を３階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件に該当す

るものであること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）
を２階に設ける建物は次のア、イ及びカに掲げる要件に、保育室等

を３階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件に該当す

るものであること。

ア 略 ア 略

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。

階 区分 施設又は設備

4階以上
の階

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構
造の屋外階段

階 区分 施設又は設備

4階以上
の階

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構
造の屋外階段



2/4 

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第1項
各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋

内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けら
れている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、

バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規
定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構

造を有するものに限る。）

を通じて連絡することとし、かつ、同

条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとす
る。）

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外
傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構
造の屋外階段

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第1項
各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋

内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けら
れている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、

バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓

若しくは排煙設備（同条第3項第1号に規定する国土
交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効

に排煙することができると認められるものに限る。）

を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同

条第3項第2号、第3号及び第9号 を満たすものとす
る。）

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外
傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構
造の屋外階段

ウ～ク 略 ウ～ク 略

（保育所型事業所内保育事業所の設備の基準） （保育所型事業所内保育事業所の設備の基準）

第43条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のものに限る。第45条
及び第46条において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う
事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）の設備の基

準は、次のとおりとする。

第43条 事業所内保育事業（利用定員が20人以上のものに限る。第45条
及び第46条において「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う
事業所（以下「保育所型事業所内保育事業所」という。）の設備の基

準は、次のとおりとする。
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(1)～(7) 略 (1)～(7) 略

(8) 保育室等を２階に設ける建物は次のア、イ及びカに掲げる要件に、

保育室等を３階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件

に該当するものであること。

(8) 保育室等を２階に設ける建物は次のア、イ及びカに掲げる要件に、

保育室等を３階以上に設ける建物は次のアからクまでに掲げる要件

に該当するものであること。

ア 略 ア 略

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同

表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設

又は設備が１以上設けられていること。

階 区分 施設又は設備

4階以上

の階

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構

造の屋外階段

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第1項
各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋

内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けら

れている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、

バルコニー又は付室（階段室が同条第3項第2号に規

定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構

階 区分 施設又は設備

4階以上

の階

常用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構

造の屋外階段

避難用 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項
各号に規定する構造の屋内階段（ただし、同条第1項
各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋

内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けら

れている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、

バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓

若しくは排煙設備（同条第3項第1号に規定する国土
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造を有するものに限る。）

を通じて連絡することとし、かつ、同

条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとす

る。）

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構

造の屋外階段

交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効

に排煙することができると認められるものに限る。）

を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同

条第3項第2号、第3号及び第9号 を満たすものとす

る。）

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外

傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構

造の屋外階段

ウ～ク 略 ウ～ク 略



瑞穂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

１．改正の概要 

  当条例については、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）」に従い、又は参酌し、定めたものであるが、この基準が引用する「建築基準法施行令第１２３

条第３項」の規定が改正された（平成２８年６月１日施行）ことから、当条例についても所要の改正

を行うもの。

２．建築基準法施行令の改正内容 

  特別避難階段（※１）の構造等に関する規制が合理化され、以下のように変わった。

 （変更前）屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開く 

ことができる窓若しくは排煙設備(国土交通大臣が定め 

た構造方法を用いるものに限る。)を有する付室を通じ 

て連絡すること。 

（変更後）屋内と階段室とは、バルコニー又は付室（階段室又は 

付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じ 

て階段室に流入することを有効に防止できるものとし 

て、国土交通大臣が認めた構造方法を用いるもの又は 

国土交通大臣の認定を受けたものであること。）を通 

じて連絡すること。

※１特別避難階段…避難階段の規定を更に強化したもので、屋内と階段室との間に付室（又はバルコニー）を設け，

階段室に煙が進入することを防止し，より安全な避難ができる構造となるようにしている。

３．市条例の改正内容 

  小規模保育施設（※２）及び事業所内保育施設（※３）の設備基準として、４階以上の階に保育室等を

設ける場合に特別避難階段を設けることとしているため、この設備基準について、上記の建築基準法

施行令に準じて改正する。

  なお、現状では、市内に該当施設はない。

※２小規模保育施設…新制度による市町村に認可施設で、少人数（定員６～１９人）を対象に家庭的保育に近い雰囲

気のもと、きめ細やかな保育を行う施設。

  ※３事業所内保育施設…新制度による市町村に認可施設で、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域

の子どもを一緒に保育する施設。

※保育所における屋外階段設置要件に関する
検討会（Ｈ25.12.13）厚生労働省資料より







平成２８年６月１３日（月） 岐阜県発表資料 

担 当 課 担 当 係 担 当 者 電話番号 

子育て支援課 保 育 支 援 係  伊 左 治  直  

内線 

直通 

F A X 

２６３４ 

058-272-8336 

058-278-2880 

平成２８年４月１日現在の保育所等利用待機児童数について

平成２８年４月１日現在の保育所等利用待機児童数（以下「待機児童数」とい

う。）をとりまとめましたのでお知らせします。 

○平成２８年４月１日現在の県内の待機児童数は２３人で、昨年度より１６人増

えました。 

○なお、待機児童２３人はすべて３歳未満児です。 

【待機児童数】 

［括弧内の数値は３歳未満児の数］

H26.4.1（ 参 考 ）  H27.4.1（ 参 考 ） H28.4.1 

県内待機児童数 ２７（２７）   ７（７） ２３（２３）

（ 参 考 ）市町村別内訳 瑞穂市 ２７（２７） 瑞穂市 ７（７） 瑞穂市 ２３（２３）

（単位：人）

＜参 考＞保育所等利用待機児童とは（定義）

調査日時点において、保育の必要性の認定がされ、特定教育・保育施設

（認定こども園の幼稚園機能部分及び幼稚園を除く）又は特定地域型保

育事業の利用の申込みがされているが、利用していないもの（厚生労働

省実施調査「保育所等利用待機児童数調査について」）



【平成28年6月17日 文教厚生委員会協議会資料】

保育所・幼稚園・認定こども園の現況

【平成２８年６月３０日　定例教育委員会資料】



１． 市立保育所の児童数の推移 P1 (一部変更）

２． 私立保育所の児童数の推移　(清流みずほ保育園・おひさま保育園） P2 (一部変更）

３． 広域利用による市外保育所の児童数の推移　 P2 (一部変更）

４． ほづみ幼稚園の児童数の推移 P3 (一部変更）

５． 過去５年間の保育所別の入所数及び定員数の推移 P4 (一部変更）

校区別児童数（全体）と通所状況について P5

６-１． 平成２８年度４月　保育所入所予定者数及び待機見込者数　　　 P6 (一部変更）

６-２． 待機児童及び隠れ待機者の状況 P7 （新規）

６-３． 申込取下者の状況 P8 （新規）

７． 未満児の申込者数と待機児童数の経過 P9 (一部変更）

８． 保育所・幼稚園施設状況 P10

９． 県内２１市の保育所・認定こども園・幼稚園の設置状況 P11

１０． 各種補助制度事業 P12～13

１１-１． 保育に対する市町村単独補助事業の状況（近隣４市） P14

１１-２． 近隣４市における私立保育所の保育所等整備に対しての補助状況 P15

１２． 保育所整備の今後 P16

個人情報が含まれるため非公開



１．市立保育所の児童数の推移

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ17・Ｈ28の差

96 107 86 120 118 124 139 123 137 153 188 225 129

0歳児 2 3 6 4 7 8 7 9 7 4 -

1歳児 28 51 44 52 51 54 58 62 89 95 -

2歳児 56 66 68 68 81 61 72 82 92 126 -

969 975 990 1,023 1,005 1,016 1,029 1,035 999 1,035 1,033 1,051 82

3・4歳児 789 794 795 771 752 795 709 711 684 672 728 674 ▲ 115

5歳児 180 181 195 252 253 221 320 324 315 363 305 377 197

1,065 1,082 1,076 1,143 1,123 1,140 1,168 1,158 1,136 1,188 1,221 1,276 211

未満児

以上児

合　　計

96 107

※各年4月1日現在の数値　瑞穂市データブックより

789 794 795 771 752 795
709 711 684 672

728
674

180 181 195 252 253
221

320 324
315 363

305 377

0

200

400

600

800

1,000

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

市立保育所 以上児（３～５歳児）の入所者数

96
107

86

120 118
124

139

123

137

153

188

225

0

50

100

150

200

250

Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28

市立保育所 未満児（0～２歳児）の入所者数

3・4歳児

5歳児

Ｈ20より本田１・穂積・牛牧１
で5歳児保育開始

・Ｈ23、Ｈ24より牛牧２（Ｈ23）・本田２(Ｈ24）で
5歳児保育開始
・Ｈ24よりほづみ幼稚園で3、4歳受入開始

・未満児の受入数は、Ｈ17年の
2.3倍になっている。
・前年より37人の増

別府改築
牛牧２改築

- 1 -

- 1 -



２．私立保育所及び私立認定こども園の児童数の推移　(清流みずほ保育園・清流みずほ認定こども園）

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ17・Ｈ28の差

0 36 52 56 58 67 81 91 86 93 87 86 86

0 0 0 0 0 0 14 24 32 30 31 60 60

3・4歳児 - - - - - - 13 21 21 21 20 39 39

5歳児 - - - - - - 1 3 11 9 11 21 21

0 36 52 56 58 67 95 115 118 123 118 146 146

３．広域利用による市外保育所及び市外認定こども園の児童数（保育認定のみ）の推移　

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ17・Ｈ28の差

16 21 9 11 19 10 7 6 9 6 14 5 ▲ 11

21 25 22 20 17 12 17 7 9 5 11 14 ▲ 7

3・4歳児 16 18 17 15 10 9 12 2 7 2 10 12 ▲ 4

5歳児 5 7 5 5 7 3 5 5 2 3 1 2 ▲ 3

37 46 31 31 36 22 24 13 18 11 25 19 ▲ 18

未満児

以上児

合　　計

合　　計

未満児

以上児

※各年4月1日現在の数値　瑞穂市データブックより。清流みずほ認定こども園は（保育認定者）のみ集計。

※各年4月1日現在の数値　瑞穂市データブックより

0
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私立保育所 未満児（0～２歳児）の入所者数
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11 9 11

21
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60

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

私立保育所 以上児（３～５歳児）の入所者数

5歳児

3・4歳児

おひさま開園

おひさま開園

幼保連携型への移行により

旧清流幼稚園の子(一部)も

含むため増となった。

- 2 -
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４．ほづみ幼稚園の児童数の推移

Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 H28 Ｈ17・Ｈ28の差

0 0 0 0 0 0 97 128 128 139 148 170 170

3歳児 - - - - - - 61 60 60 60 65 88 88

4歳児 - - - - - - 36 68 68 79 83 82 82

232 226 210 160 157 148 87 94 105 87 89 85 ▲ 147

232 226 210 160 157 148 281 222 233 226 237 255 23

3・4歳児

合　　計

5歳児

※各年5月１日現在の数値　学校基本調査より

0 0 0 0 0 0

97
128 128 139 148

170

232 226
210

160 157 148

87

94
105 87

89

85

0

50

100

150

200

250

Ｈ17Ｈ18Ｈ19Ｈ20Ｈ21Ｈ22Ｈ23Ｈ24Ｈ25Ｈ26Ｈ27Ｈ28

ほづみ幼稚園の入所者数

5歳児

3・4歳児

３保育所で5

歳児保育開始
3・4歳児の

受入開始

88
100

99
99

105
105

0

50

100

150

200

250

300

Ｈ29 Ｈ30

今後の定員予定
5歳児

４歳児

３歳児

Ｈ29 Ｈ30

187 199

3歳児 88 100

4歳児 99 99

105 105

292 304

3・4歳児

5歳児

合　　計

- 3 -
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５．過去５年間の保育所別の入所数及び定員数の推移

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

未満児 17 9 13 16 22 25 未満児 62 67 59 65 60 60
以上児 99 105 102 113 111 122 以上児 － － － － － －
計 116 114 115 129 133 147 計 62 67 59 65 60 60
定員 150 150 150 150 150 150 定員 60 60 60 60 60 60
未満児 13 13 15 14 21 24 未満児 19 24 27 28 27 26
以上児 59 82 87 116 117 122 以上児 14 24 32 30 31 60
計 72 95 102 130 138 146 計 33 48 59 58 58 86
定員 150 150 150 150 150 150 定員 60 60 60 60 60 105
未満児 47 45 54 56 62 81 未満児 81 91 86 93 87 86
以上児 154 163 167 168 172 173 以上児 14 24 32 30 31 60
計 201 208 221 224 234 254 計 95 115 118 123 118 146
定員 240 240 240 240 240 260 定員 120 120 120 120 120 165
未満児 － － － － － － 未満児 7 6 9 6 17 5
以上児 73 62 49 55 59 74 以上児 17 7 9 5 8 14
計 73 62 49 55 59 74 計 24 13 18 11 25 19
定員 90 90 90 90 90 90 定員 － － － － － －
未満児 － － － － － － 未満児 227 220 232 252 292 316
以上児 81 73 64 67 58 50 以上児 1,060 1,066 1,040 1,070 1,072 1,125
計 81 73 64 67 58 50 計 1,287 1,286 1,272 1,322 1,364 1,441
定員 120 120 120 120 120 120 定員 1,615 1,615 1,615 1,615 1,615 1,680
未満児 37 35 34 38 43 48
以上児 145 153 174 171 164 176
計 182 188 208 209 207 224 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

定員 220 220 220 220 220 220 ３歳児 61 60 60 60 65 88
未満児 － － － － － － ４歳児 36 68 68 79 83 82
以上児 123 122 108 96 85 81 ５歳児 87 94 105 87 89 85
計 123 122 108 96 85 81 計 184 222 233 226 237 255
定員 145 145 145 145 145 145 定員 325 325 325 325 325 325
未満児 11 8 9 12 16 24 ３歳児 35 45 38 42 37 12
以上児 96 85 77 67 76 64 ４歳児 40 35 41 36 39 7
計 107 93 86 79 92 88 ５歳児 46 39 37 44 34 7
定員 140 140 140 140 140 140 計 121 119 116 122 110 26
未満児 14 13 12 17 24 23 定員 200 200 200 200 200 75
以上児 199 190 171 182 191 189 ３歳児 96 105 98 102 102 100
計 213 203 183 199 215 212 ４歳児 76 103 109 115 122 89
定員 240 240 240 240 240 240 ５歳児 133 133 142 131 123 92
未満児 139 123 137 153 188 225 計 305 341 349 348 347 281
以上児 1,029 1,035 999 1,035 1,033 1,051 定員 525 525 525 525 525 400
計 1,168 1,158 1,136 1,188 1,221 1,276
定員 1,495 1,495 1,495 1,495 1,495 1,515

合計

小計①

公
立

本田第１保育所

本田第２保育所

別府保育所

穂積保育所

牛牧第１保育所

牛牧第２保育所

西保育・教育センター

区分

公
立
ほづみ幼稚園

私
立

清流みずほ認定
こども園（教育認定の
み）

※清流みずほ幼稚
園

区分

広域入所
（認定こども園含む）

合計

中保育・教育センター

南保育・教育センター

私
立

清流みずほ保育園

清流みずほ認定
こども園（保育認定の
み）

※おひさま保育

小計②

区分

- 4 -

- 4 -



- 5 -

- 5 -



新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計

0歳児 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4

1歳児 9 0 9 7 4 11 31 4 35 0 0 22 2 24 0 7 2 9 7 0 7 83 12 95

2歳児 4 11 15 3 10 13 14 30 44 0 0 5 19 24 0 8 7 15 4 11 15 38 88 126

3歳児 22 9 31 29 6 35 32 27 59 26 0 26 17 0 17 36 22 58 20 0 20 11 6 17 37 12 49 230 82 312

4歳児 6 37 43 1 43 44 1 55 56 3 26 29 2 13 15 4 56 60 1 27 28 0 28 28 1 58 59 19 343 362

5歳児 0 48 48 1 42 43 2 56 58 0 19 19 1 17 18 1 57 58 0 33 33 1 18 19 4 77 81 10 367 377

未満児 14 11 25 10 14 24 47 34 81 0 0 0 0 0 0 27 21 48 0 0 0 15 9 24 12 11 23 125 100 225

以上児 28 94 122 31 91 122 35 138 173 29 45 74 20 30 50 41 135 176 21 60 81 12 52 64 42 147 189 259 792 1051

合計 42 105 147 41 105 146 82 172 254 29 45 74 20 30 50 68 156 224 21 60 81 27 61 88 54 158 212 384 892 1276

新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計 新 在 合計

0歳児 5 5 6 6 11 11 15 15 6 5 26

1歳児 16 4 20 6 3 9 22 7 29 105 19 124 20 19 144

2歳児 13 22 35 1 10 11 14 32 46 52 120 172 23 9 84

3歳児 0 2 9 11 2 9 11 232 91 323 2 15 249

4歳児 0 2 9 11 2 9 11 21 352 373 0 1 22

5歳児 0 0 9 9 0 9 9 10 376 386 0 2 12

未満児 34 26 60 13 13 26 47 39 86 172 139 311 49 33 254

以上児 0 0 0 4 27 31 4 27 31 263 819 1082 2 18 283

合計 34 26 60 17 40 57 51 66 117 435 958 1393 51 51 537

※１　 待機者数は、他に利用可能な施設があるにも関わらず特定の保育所

を希望して待機する者や、保護者が育児休業中の者なども含んでいる

ため、国基準の待機児童者数とは異なります。

※２ 申込取下者は、転出や幼稚園等の利用等で申込みを取り下げた者

以上児

合計

③申込取下
者（※２）

申請者合計
(①+②+③）

６ ‐ １．　平成２８年度４月　保育所入所者数及び待機児童数　　　　（4月1日状況）

合計

0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4歳児

5歳児

公立

私立
②待機者
（※１）

未満児

西保育・教育センター 中保育・教育センター 南保育・教育センター 公立計

清流みずほ保育園 おひさま保育園 私立計 ①利用児童数計

本田第１保育所 本田第２保育所 別府保育所 穂積保育所 牛牧第１保育所 牛牧第２保育所

入所者

93%

待機者

1%

(2人)

取下者

6%
以上児申込者の状況

入所者

68%

待機者

25%

(49人)

取下者

13%

未満児申込者の状況

- 6 -
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（１）申込者数の経過

Ｈ24入所 Ｈ25入所 Ｈ26入所 Ｈ27入所 Ｈ28入所

161 176 192 203 254

1847 1875 1819 1819 1826

0歳児 624 609 586 625 615

1歳児 641 635 609 598 617

2歳児 582 631 624 596 594

8.7% 9.4% 10.6% 11.2% 13.9%

・共働き世帯の増加や出産後も仕事を続ける女性の増加などで、未満児保育を希望する申込者数は年々増加している。

（２）待機児童数の経過

保育の拡大により待機児童は減少していたが、Ｈ25年ころより

増加傾向にある。

H17 H18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

48 18 9 3 3 0 0 0 8 27 7 23

51 18 12 3 3 16 5 0 8 27 7 23

待機児童数

７．　未満児の申込者数と待機児童数の経過

（注）この待機児童数は国基準で定義される「保育所等利用待機児童」であり、
      （他に利用可能な施設があるにも関わらず）特定の保育所を希望して待機
      する場合や、保護者が育児休業中の場合などは含んでいません。

①申込数

②人口数

割合（①/②）

・　清流みずほ保育園（Ｈ18）・おひさま保育園（Ｈ23）の開園及び

　　　　別府保育所（Ｈ19）・牛牧第２保育所（Ｈ22）の改修による未満児

(注)　Ｈ24～Ｈ26入所はおひさま保育園分を含まない数値

瑞穂市

岐阜県

161
176

192
203

申込者数

254
8.7%

9.4%

10.6%
11.2%

申込率

13.9%

-1.0%

4.0%

9.0%

14.0%

0

100

200

300

400

Ｈ24入所 Ｈ25入所 Ｈ26入所 Ｈ27入所 Ｈ28入所

申込者数の経過

48
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9
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60

H17 H18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

清流開園

おひさま

開園
別府改修

牛牧第

２

改修

H28年度は取下者も含む

（H27以前は含んでいない）

瑞穂市

岐阜県
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８．保育所・幼稚園施設状況

老朽化施設（法定耐用年数を超える建物）　法定耐用年数　鉄骨造３４年　鉄筋コンクリート造４７年

　保育所
　　１.本田第１保育所 南側保育棟  ※ Ｈ１３屋根の改修
　　２.穂積保育所　　　　　　　　 ※ Ｈ２４耐震補強工事（ブレース補強、塗装、天井張替）
　　３.牛牧第１保育所　　　     　※ Ｈ２４耐震補強工事（ブレース補強）

４.中保育・教育センター     　※ Ｈ１３大規模改修（内装、屋根、空調）　Ｈ１６耐震補強工事（ブレース補強）
　幼稚園
　　１.ほづみ幼稚園　　※ Ｈ２１～２２保育棟（Ａ・Ｂ・Ｃ棟）大規模改造（補強、空調、トイレ）　Ｈ２６造形室（吊り天井）

② 棟 ③ 構 造 ④ 階 数 ⑤ 建 築 年 ⑥ 築 ⑦ 面 積 ⑧ 建 築 年 ⑨ 築 ⑩未満児 ⑪年少児 ⑫年中児 ⑬年長児 ⑭ 計 ⑮ 定 員 ⑯クラス計

北 RC 2 S55 35

南 S 1 S48 42

本田第２保育所 2,816㎡ 園 RC 2 S54 36 1,274㎡ S55.04 35 21(2) 47(3) 43(2) 30(1) 141 【150】 (8) 8 ㎡/名

西 RC 2 H19 8 3,412㎡ H19.12 8

東 RC 2 S53 37 3,013㎡

S 1 S46 44

S 1 S49 41

S 1 S46 44

S 1 S48 42

西 RC 2 S52 38

支 S 1 H23 4

東 S 1 H23 4

RC 2 S51 39

RC 2 H11 16

S 1 S53 37

S 1 H14 13

RC 2 S50 40

S 2 H12 15

保育所計 44,062㎡ 16,454㎡ 188(12) 364(21) 371(16) 304(12) 1,227 【1,495】 (61)

Ａ S 2 S43 47

Ｂ S 2 S48 42

Ｃ S 1 S43 47

【構造種別】ＲＣ：鉄筋コンクリート　Ｓ：鉄骨

【耐用年数】ＲＣ：４７年　Ｓ：３４年

9 ㎡/名【292】 (9)11,222㎡ 2,488㎡

(9)7,301㎡ 園 1,273㎡

ほづみ幼稚園 65(3) 83(3) 89(3) 23747

【240】

S43.10

3,506㎡

S56.07 34

南保育・教育センター 24(1) 59(3) 75(3) 57(2) 215

中保育・教育センター 6,091㎡ 園 1,059㎡

40S50.02

16(1) 29(2) 18(1)

207

園 39

29(1) 92 【140】 (5)

H23.03

1,264㎡ S51.02 87 【145】 (5)

11 【120】 (3)2,014㎡ 園

4

西保育・教育センター 29(2) 33(2) 25(1)

【220】 (9)6,366㎡ 2,401㎡牛牧第２保育所 43(2) 53(3) 60(2) 51(2)

22(1) 133 【150】 (7)

牛牧第１保育所 19(1) 19(1) 22(1) 60

751㎡

673㎡

穂積保育所 28(2) 17(1) 14(1) 59

H16.07

S54.06 36 【90】 (4)4,288㎡ 園

別府保育所 62(4) 60(3) 57(2) 54(2) 233 【240】 (11)10,340㎡ 14 ㎡/名

園　　　児　　　数
単位:人，括弧内はクラス数

施 設
⑰園児１人当り
の建物面積
（⑦/⑮）①敷地面積

建 物 プ ー ル

39 9 ㎡/名1,340㎡ 1,334㎡ S51.06本田第１保育所 22(2) 40(2) 49(2)

平成27年5月1日 現在

5 ㎡/名

8 ㎡/名

9 ㎡/名

11 ㎡/名

6 ㎡/名

8 ㎡/名

近隣市の平均定員

岐阜市
大垣市
羽島市
各務原市
瑞穂市
合計と平均

17 125
11 146
819 134

公私保育所数 平 均 定 員
箇所 人

46 117
31 147
11 168

- 10 -
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総人口 総人口

学齢前児童数 公立 私立 計 公立率 公立 私立 計 公立率 公立 私立 計 公立率 公立 私立 計 公立率 学齢前児童数 公立 私立 計 公立率 公立 私立 計 公立率 公立 私立 計 公立率 公立 私立 計 公立率

414,382 施設数 20 26 46 0 2 40 42 22 66 88 53,271 施設数 9 2 11 0 1 1 2 10 3 13

20,119 定員 2,030 3,355 5,385 0 0 3,650 定員 1,495 120 1,615 0 390 200 590 1,885 320 2,205

166,867 施設数 16 15 31 5 1 6 17 3 20 38 19 57 25,758 施設数 6 1 7 0 0 6 1 7

8,768 定員 2,287 2,270 4,557 0 0 981 定員 755 150 905 0 0

90,938 施設数 8 16 24 0 3 3 8 19 27 35,239 施設数 7 0 7 5 5 5 1 6 17 1 18

4,436 定員 675 2,150 2,825 0 0 1,682 定員 598 598 0 0

113,718 施設数 10 5 15 0 6 5 11 16 10 26 44,158 施設数 7 7 14 2 2 3 2 5 12 9 21

5,150 定員 1,360 726 2,086 0 0 1,899 定員 530 570 1,100 0 0

91,057 施設数 10 9 19 0 7 7 10 16 26 34,627 施設数 10 0 10 0 0 10 0 10

4,544 定員 960 1,390 2,350 0 0 1,395 定員 1,221 1,221 0 0

82,051 施設数 17 7 24 0 6 4 10 23 11 34 37,200 施設数 2 7 9 3 3 4 4 9 7 16

3,896 定員 1,560 565 2,125 0 0 1,416 定員 140 600 740 0 0

21,928 施設数 0 6 6 0 1 1 0 7 7 1,764,413 施設数 164 140 304 39 1 40 64 97 161 267 238 505

902 定員 500 500 0 0 86,672 定員 13,272 16,293 29,565

39,022 施設数 8 2 10 8 0 8 8 1 9 24 3 27

1,723 定員 620 200 820 0 0

68,588 施設数 0 11 11 0 1 2 3 1 13 14

3,542 定員 1,850 1,850 0 0 ○認可保育所及び幼稚園の公立の割合

52,606 施設数 0 2 2 16 0 16 3 1 4 19 3 22

2,321 定員 120 120 0 0

55,391 施設数 9 4 13 0 3 3 9 7 16

3,466 定員 885 570 1,455 0 0

60,124 施設数 9 3 12 0 7 7 16 3 19

2,684 定員 981 280 1,261 0 0

148,332 施設数 5 12 17 0 14 14 5 26 31

7,720 定員 749 1,390 2,139 0 0

100,664 施設数 4 5 9 0 1 8 9 5 13 18

5,353 定員 435 927 1,362 0 0

28,492 施設数 7 0 7 0 1 1 7 1 8

1,025 定員 730 730 0 0

市町村名 区分
認可保育所

９．県内２１市の保育所・認定こども園・幼稚園の設置状況

幼保連携型　認定こども園

83%

0%

80%

0%

0%

69%

75%

43%

52%

可児市

山県市

瑞穂市

44%

100%

美濃市

岐阜市

33%

67%

53%

71%

瑞浪市

羽島市

恵那市

美濃加茂市

土岐市

各務原市

大垣市

高山市

多治見市

関市

中津川市

29%

25％～49％

100%

100%

33%

75%

0%

100%

0%

11%

89%

認可保育所の
公立割合

89%

7%

0% 計

86%

56%

84%

16%

幼稚園

5%

85%

0%

55%

0%

60%

0%

50%

100%

22%

54%

計

25%

67%

30%

62%

38%

68%

市町村名
幼稚園

区分

82%

86%

100%

98%

100%

100%

３市

100% ２市

３市

４市

飛騨市

本巣市

郡上市

下呂市

海津市

※認可保育所・認定こども園の数値　H27年4月1日現在　保育所等の現況報告統計より

※幼稚園の数値　H26年5月1日現在　学校基本調査より

山県市、本巣市、下呂市

瑞穂市、瑞浪市、土岐市、飛騨市

大垣市、多治見市、関市、中津川市、美濃加茂市、郡上市

岐阜市、高山市、各務原市、可児市

海津市

美濃市、羽島市、恵那市0％

100%

※幼保連携型認定こども園の中には、幼児園等の類似施設も含まれているものと思われる。

計

100%

75%～99％

50％～74％

25％～49％

1％～24％

100%

56%

53%

認可保育所 幼保連携型　認定こども園

77%

86%

94%

57%

100%

40%

50%

83%

60%

６市

４市

１市

羽島市

飛騨市、下呂市

高山市、関市、美濃市、美濃加茂市、各務原市、山県市

岐阜市、可児市

幼稚園の
公立割合

無 ２市

１市

1％～24％ ２市

0％ ６市

土岐市、海津市

75%～99％ ３市 大垣市、瑞浪市、恵那市

50％～74％ ５市 瑞穂市、多治見市、中津川市、本巣市、郡上市
28%

88%0%
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国 県 市 事業者

1
保育所等緊急整
備事業費補助金

保育所整備交付金を活用して、待機児童解消のための保育
所の創設や老朽化等による保育環境整備を行う民間保育所
や、地域における子育て支援の中心となる子育て支援のため
の拠点施設の整備に対して、市町村を通じて必要な経費を
助成する。

私立保育
所

１／２
保育所等整
備交付金

― １／４ １／４

2

保育所等緊急整
備事業費補助金
（待機児童解消加速
化プラン適用）

保育所整備交付金を活用して、待機児童解消のための保育
所の創設や老朽化等による保育環境整備を行う民間保育所
や、地域における子育て支援の中心となる子育て支援のため
の拠点施設の整備に対して、市町村を通じて必要な経費を
助成する。

私立保育
所

２／３
（基金）

― １／１２ １／４

3

市町村子ども・子
育て支援事業計
画推進事業費補
助金

市町村の子ども・子育て支援事業計画の充実と実行支援の
ため、公立保育所の定員増を伴う施設整備に対して助成を
行う。

市 ―
１／４

ぎふっこ応援
基金

― ―

4
低年齢児保育促
進事業補助金

年度途中に低年齢児を受け入れることができるよう、低年齢
児保育のための保育士を年度当初から加配する私立保育所
等に補助を行う市町村に対し必要な経費を補助する。
・補助基準額　加配保育士１人あたり　1,265千円

私立保育
所

― １／２ １／２ ― 年度途中受入促進事業補助金

5

施設型給付費・
地域型保育給付
費
（負担金）

市町村が保育に欠ける子どもに対して保育を実施した場合に
おいて、特定教育・保育施設及び地域型保育に要する費用
の一部を負担する。（市町村措置分負担金の一部）

特定教育・
保育施設
及び地域
型保育

１／２ １／４ １／４ ―

認定こども園

１／２
― ― １／２

その他幼稚

園

１／３
― ― ２／３

7
認定こども園施設
整備事業費補助
金

幼児教育と保育を一体的に提供する認定こども園の施設整
備に対して助成する。幼稚園型認定こども園の幼稚園部分の
整備（保育所機能部分と一体的に行う幼稚園部分の施設整
備）

認定こども
園

１／２ ― １／４ １／４

8
障害児保育事業
補助金

市内の私立保育所にて障害乳幼児を保育している場合。

清流みず
ほ保育園、
おひさま保
育園

― ―

市長が別に
定めるところ
により算定し
た額の範囲
内。

―
障害児保育事業補助金

※市単独補助

負　　担　　割
備考

１０．各種補助制度事業

6
幼児教育緊急整
備事業費補助金

私立幼稚園における遊具・運動用具・教具・衛生用品等の教
育の質の向上に必要な整備に要する経費に対して助成す
る。

私立幼稚
園

番号 補助事業名 事業内容 補助対象
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国 県 市 事業者
負 担 割

備考番号 補助事業名 事業内容 補助対象

9
延長保育事業費
補助金

１１時間３０分以上の保育を実施する市内の保育所

清流みず
ほ保育園、
おひさま保
育園

１／３
子ども・子育
て支援交付
金

１／３
地域子ども・
子育て支援
事業費補助
金

１／３ ― 延長保育対策費補助金

10
一時預かり事業
費補助金

一時預かりを実施している市内所在の保育所

市立保育
所、清流み
ずほ保育
園

１／３
子ども・子育
て支援交付
金

１／３
地域子ども・
子育て支援
事業費補助
金

１／３ ― 一時預かり事業費補助金

11
地域子育て支援
拠点事業費補助
金

地域子育て支援センター事業を行う市内所在の保育所

市立保育
所、清流み
ずほ保育
園、おひさ
ま保育園

１／３
子ども・子育
て支援交付
金

１／３
地域子ども・
子育て支援
事業費補助
金

１／３ ― 地域子育て支援センター事業費補助金

12 運営費補助金
市内所在の保育所で保育事業を実施するに必要な運営費
用

清流みず
ほ保育園、
おひさま保
育園

― ―

市長が別に
定めるところ
により算定し
た額の範囲
内

―
運営費補助金

※市単独補助

13
乳幼児保育特別
対策事業費補助
金

認可保育所の補完的な役割を担っている認可外保育施設で
行う乳幼児保育（０・１歳児）又は延長保育事業に対する補助
を行う。

認可外保
育施設

― １／２ １／２ ―

・瑞穂市保育室事業補助金交付要綱との整
合性整備が必要
・延長保育補助事業は補助金要綱未整備
・現在市内に該当施設なし

14 利用者支援事業
子ども及びその保護者等、または妊娠している方が、教育・
保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよ
うｻﾎﾟｰﾄする事業。

市、清流み
ずほ保育
園、おひさ
ま保育園

１／３
子ども・子育
て支援交付
金

１／３
地域子ども・
子育て支援
事業費補助
金

１／３ ―

15 病児保育事業
病児について、病院・保育所等に付託された専用スペース等
において、看護師等が一時的に保育等を実施する事業。

病院・保育
所等

１／３
子ども・子育
て支援交付
金

１／３
地域子ども・
子育て支援
事業費補助
金

１／３ ―

16
実費徴収に係る
補足給付を行う
事業

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施
設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具その他の
教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行事への
参加に要する費用等を醸成する事業。

特定教育・
保育施設
及び地域
型保育

１／３
子ども・子育
て支援交付
金

１／３
地域子ども・
子育て支援
事業費補助
金

１／３ ―

- 13 -

- 13 -



26年度 27年度
実績(千円) 予算(千円)

延長保育接続補助金 原則的な保育時間（8:30～16:30）より開所時間が長く、11時間開所して保育を行っている保育所に対して補助する。 - 156,711

障害児保育補助金 障害児保育を実施している保育所に対して補助する。 78,852 95,591

低年齢児保育対策費補助金 年度途中に０～２歳児を受け入れるため、年度当初より保育士を加配している保育所に対し補助する。 40,579 110,500

運営費補助金 眼科及び耳鼻咽喉科検診、環境衛生検査、調理員検便、保育士等処遇改善等の経費に対し補助する。 104,999 23,873

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会事業主負担分補助金 財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会に加入する事業主(民間社会福祉施設及び団体をさす)の共済会事業主負担分を補助する。 29,240 -

市　　　　　　　　　　　　計 253,670 386,675

民間保育所運営補助金 公私立の格差の是正、運営費補助等 35,945 29,890

障害児保育対策事業補助金 障害児保育を実施している保育所に対して補助 2,286 2,299

民間保育所中規模補修事業補助金 運営費以外の中規模補修工事に助成(補助率 3/4) 10,000 10,000

民間保育所職員研修事業補助金 民間保育所の職員が、大垣市の指定する職員研修へ参加した経費に助成(補助率 1/2) 179 0

民間保育園通園バス購入事業補助金 園児の通園用バス事業を新規に実施する場合及びおおむね10年を越えて使用したバスを更新する場合のバス購入に要する経費を対象に補助（補助基本額３８０万円×２／３） 2,000 2,530

民間保育所耐震補強事業補助金 耐震補強工事に要する経費に対する補助 0 0

保育所施設借入金利子補給 資金の融資を受け、社会福祉事業を行う者に対し、毎年度予算の範囲内で交付する利子補給金。 230 500

民間保育所整備推進事業補助金 民営化後３年間における施設整備に対する補助 0 0

民間保育所改築事業補助金 改築等を行う民間保育所に対する補助 0 362,700

市　　　　　　　　　　　　計 50,640 407,919

保育所職員育成(保育士の資質の向上を図る) 3,360 3,360

保育所運営費(運営の円滑を図る) 1,795 1,795

賠償責任保険負担金(園児の災害時に給付する) 195 200

保育園まつり(保育所の現状等をPRする) 380 380

歯科嘱託医補助金(園児の口腔衛生) 526 526

保育士待遇改善(職員の処遇改善のために補充する) 2,142 2,142

保育所整備事業補助金 保育所整備事業（施設整備に対し市２／３を補助） 5,332 5,332

障害児保育対策事業費補助金 障害児保育対策事業（特別児童扶養手当対象児1人につき月額63,750円・軽度障害児1人につき月額45,830円） 19,203 22,450

保育所地域活動事業費補助金 保育所地域活動事業（各地域との交流） 2,200 2,200

市　　　　　　　　　　　　計 35,133 38,385

無認可施設保育事業補助金 障害児1人つき年額　95,625円 287

私立保育園対策事業補助金（障害児保育事業補助金） 重度障害児1人につき月額　80,800円　　　軽度障害児1人につき月額　53,900円 13,257

市　　　　　　　　　　　　計 13,544

障害児保育事業補助金 市内に住所を有する障害乳幼児が入所している民間保育所に対する補助 0 0

延長保育対策費補助金 １１時間３０分以上の保育を実施する市内所在の私立保育所に対する補助 1,200 1,200

一時預かり事業費補助金 一時預かり事業を実施する市内所在の私立保育所に対する補助 1,580 1,580

地域子育て支援センター事業費補助金 地域子育て支援センター事業を実施する市内所在の私立保育所に対する補助 13,518 14,906

私立保育所運営費補助金 市内所在の私立保育所で保育事業を実施するのに必要な運営費に対する補助 11,193 11,218

市　　　　　　　　　　　　計 27,491 28,904

岐
阜
市

大
垣
市

羽
島
市

保育所育成補助金

各
務
原
市

瑞
穂
市

１１－1．保育に対する市町村単独補助事業の状況（近隣４市）
H27.4.1現在

補助事業名 事　　　　　業　　　　　内　　　　　容
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Ｈ28.1.28　電話確認

市

1 岐阜市

2 大垣市

3 各務原市

4 羽島市

※大垣市は保育所等整備交付金（国1/2、市1/4）のほかに、市単独で上乗せ補助を実施している。（公立から私立へ移行して補助金を利用した施設の建替えを実施している。）

保育所等整備交付金については、国1/2、市1/4の補助のみ

保育所等整備交付金のほかに、事業者の自費負担分（全体工事費　-　国（1/2）　-　市（1/4））となる額の 2/3 を市単独で別に補助
（市独自の補助要領あり）
※公立から私立へ移行して、施設の建替え（解体・新設）に保育所等整備交付金を利用。

保育所等整備交付金については、国1/2、市1/4の補助のみ

・保育所等整備交付金については、国1/2、市1/4の補助のみ
・羽島市保育所整備事業補助金交付要綱
　　→市内の１１の既存私立保育所の内、毎年２園ずつに補助。
　　　 ＬＥＤ化や太陽光発電設備等の保育環境向上のための設備整備事業等に対して事業費の 2/3 （上限2,666,000円）を補助

１１-2．近隣４市における私立保育所の保育所等整備に対しての補助状況

補助内容
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平成２７年度 別府保育所の施設定数の変更（２４０人から２６０人へ）

平成２８年度 別府保育所東棟改修による未満児保育の拡充（２０人増加）

学校法人総純寺学園「おひさま保育園」の未満児保育施設増設工事（整備補助）（３８人増加）

NPO法人キッズスクエア瑞穂の小規模保育所開設工事（整備補助）（１２人増加）

穂積保育所の建替え（未満児保育の導入）

牛牧第一保育所の建替え（未満児保育の導入）

小学校と保育所との連携　スムーズな就学への繋ぎ

１２．保育所整備の今後

未満児の受入施設の拡充

老朽化保育所の改築

本田小校区と生津小校区の保育所のありかた検討

・母親の就労機会の増加と育児休業からの復帰により、未満児保育の必要性が高まり、整備することが必要。

・小学校と保育所が連携できる立地を進める。 （スムーズな就学と保護者の地域でのつながりを支える。）
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【認定こども園とは】 

認定こども園は、就学前の子どもに教育・保育を一体的に提供し、さらに地域におけ

る子育て支援を行う機能があるということについて都道府県知事等から認定を受けた施

設です。 

幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、すべての子育て家庭を対象に育児相談や親子のつ

どいの場等を提供する施設で、育児に不安を抱える保護者から相談を受けたり、家庭で

子育て中の保護者が気軽に集える交流の場を開放して、地域への子育て支援を実施しま

す。 

認定こども園には、地域の実情に応じて選択が可能となるよう、以下の 4つの類型が

設けられています。 

【幼保連携型】 認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行うことにより

認定こども園としての機能を果たすタイプ 

【 幼稚園型 】 認可幼稚園が、保育に欠ける子どもたちのための保育時間を確保する

など、保育所的な機能を備えて認定こども園としての機能を果たすタイプ 

【 保育所型 】 認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもを受け入れるなど、

幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ 

【地方裁量型】 幼稚園、保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こ

ども園としての機能を果たすタイプ 

平成28年6月30日 教育委員会定例会資料



保育所・幼稚園・認定こども園の比較表

保育所（園） 幼稚園 認定こども園

(1) 所管官庁 厚生労働省 文部科学省 文部科学省・厚生労働省

(2) 根拠法令 児童福祉法 学校教育法
就学前の子どもに関する教育、保
育等の総合的な提供の推進に関
する法律

(3) 類型 認可保育所【公立・私立】 認可幼稚園【公立・私立】

認定こども園【公立・私立】
【公私ともに、幼保連携型、幼稚
園型、保育所型、地方裁量型に
分類】

(4) 設置者
地方公共団体、社会福祉法人、
学校法人

地方公共団体、学校法人、社会
福祉法人

地方公共団体、社会福祉法人、
学校法人

(5) 目的
日々保護者の委託を受けて、保
育に欠けるその乳児又は幼児を
保育すること(児童福祉法第39条)

幼児を教育し、適当な環境を与え
て、その心身の発達を助長するこ
と(学校教育法第22条)

幼稚園及び保育所等における小
学校就学前の子どもに対する教
育及び保育並びに子育て支援を
総合的に提供

(6) 対象児
0歳から小学校就学前の保育に
欠ける乳幼児

満3歳から小学校就学前の幼児

・保育に欠ける子も欠けない子も
受け入れて教育・保育を一体的に
行う施設
・すべての子育て家庭を対象に、
子育て不安に対応した相談等を
提供する施設

(7)
保育・教育
内容の基準

保育所保育指針に基づく保育 幼稚園教育要領に基づく教育
保育所保育指針に基づく保育
幼稚園教育要領に基づく教育

(8)
1日の保育・
教育時間

8時間保育（原則）
延長保育、土曜日保育、

4時間（標準）
預かり保育あり

保育所(園)、幼稚園利用の両方に
対応

(9) 長期休業
なし
（日曜、祝祭日以外の休みは原則
なし）

あり（春夏冬休みあり）
入所児童の状況に応じて施設で
決定

(10) 保育料
【公立・私立】国の基準額以内で
所得に応じた利用料を市が決定
し、市へ納付

【公立】利用料を市が決定し、市
へ納付
【私立】利用料を設置者が決定し
設置者へ納付（在園児の保護者
には就園奨励費を市が助成）

利用時間を踏まえ、設置者が決
定、設置者へ納付

(11) 職員の資格 保育士資格証明書 幼稚園教諭普通免許状
0歳から3歳未満児までは保育士
資格
3歳から5歳児は両資格併有

(12)
職員の配置
基準

・0歳児　　　 3人につき1人
・１～２歳児　6人につき1人
・3歳児　　　20人につき1人
・4～5歳児　30人につき1人

１学級35人以下、各学級ごとに専
任の教諭１人

・0歳児　　　 3人につき1人
・１～２歳児　6人につき1人
・3歳児　　　20人につき1人
・4～5歳児　30人につき1人

区分
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～ 認定こども園の視察について ～ 

【視察先】

① 平成28年4月27日(水) 海津市立 高須認定こども園（幼保連携型） 

② 平成28年5月 6日(金) (社福)和光会 加納西認定こども園（幼保連携型） 

③ 平成28年5月16日(月) 恵那市立 岩村こども園（保育所型 ※指定管理者による運営） 

① 【海津市立 高須認定こども園】（公立） 

敷地面積：5,527㎡(うち建物1,407㎡)、園舎：鉄筋コンクリート２階建 

部屋数：７部屋（0歳・1歳児…１室、2歳児…１室、3歳以上児…５室、遊戯室、調理室、他２室）

利用定員：１７０人  職員数：２１人（常勤18人、非常勤３人） 

少子化による園児減少で空き施設があったことから、市として今後の就学前施設のあり方の検討

を行った結果、合併前3町に1園ずつ幼保一元化・一体化施設を設けるとして施設の統廃合を進めた。 

最近では、3年連続休園中の幼稚園を議会の議決を得て廃止し、さらに公立保育園 2園の民営化を

目指している。平成28年4月1日現在、合併前3町に1園ずつ幼保連携型認定こども園を設置しており、

現在の保育・幼稚園の数は 20園→13園 となり7園廃止(公立13園→6園)した。 

【効果・利点】 

・幼稚園と保育園の機能を併せもつ「認定こども園」化により、単独の幼稚園及び保育園の 

統廃合を可能にした。 

・認定こども園化したことにより、幼稚園の無かった地区において幼児教育を提供できる。 

・市内でもバラつきがあった就学前教育・保育の均一化と、職員カリキュラムの統一。  

・保護者は就労の有無に関わらず、同じ施設を利用できるようになり、幼稚園児も保育園児も

同じ施設で教育・保育するため、保護者は幼稚部と保育部を選択する際に、自分のライフス

タイルを変える必要がなくなった。 

・単独施設では、少子化により園児が必要数確保できなかったが、認定こども園化により園児

が確保できるようになった。 

② 【社会福祉法人 和光会 加納西認定こども園】（私立） 

敷地面積：1884.28㎡(うち園庭691.7㎡)、園舎：鉄筋コンクリート２階建 延べ面積881.85㎡ 

部屋数：８部屋（0歳児…１室、1歳児…１室、2歳児…１室、3歳以上児…３室、遊戯室、調理室）

利用定員：１０５人(教育認定５人、保育認定100人）職員数：３３人（常勤27人、非常勤６人） 

岐阜市行財政改革プランに基づき、小規模または老朽化した市立保育所の統廃合による再編と

民営化の推進を行ってきた。計画に基づき、市立加納西保育所を、平成22年4月1日に岐阜市から

社会福祉法人和光会へ移管し民営化した。 

和光会は施設の増改築を行い、社会福祉施設を経営している和光会の医療・看護のノウハウを

生かし「安全安心の保育」を目指して運営し、平成28年4月1日からは幼保連携型 加納西認定こ

ども園となった。 
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和光会の担当者から、施設運営の面から定員100人程度が、施設の規模や大きさや、施設型給

付費の単価と、経常経費のバランスが良く、最も効率よく運営できるとのこと。また職員数と園児

数のバランスも良いとの説明あり。 

③ 【恵那市立 岩村こども園】（公立） 

敷地面積：4,603㎡(うち建物1,166㎡)、園舎：鉄筋コンクリート２階建 

部屋数：１１部屋（0歳・1歳児…１室、2歳児…１室、3歳以上児…７室、遊戯室、調理室）  

利用定員：１６０人  職員数：２１人（常勤18人、非常勤３人） 

市の行財政改革行動計画で、合併により増えた職員数と施設を削減するため、職員については

削減計画を、施設については統廃合を含めた民営化(指定管理者制度導入)を進めている。 

公立保育園については民間による運営に移行する計画となり、指定管理者制度移行予定施設と

して、規模の大きい公立保育5園が候補に挙がった。現在では、そのうち3園で指定管理者制度の

導入をしている。 

岩村こども園は、管理責任者は「恵那市」、運営者は指定管理者である「学校法人 恵峰学園」

が行っている。 

※恵峰学園は市内で２園の指定管理者「岩村こども園」「長島こども園」である。 

この他に、杉の子幼稚園（私立）も運営しており、併せて市内で3園運営している。 

【効果・利点】 

 ・民間事業者に運営委託するため、市からは人件費を含めた運営経費を民間事業者に支払う。

そのため、こども園の施設や名称はそのままで、元々そこで働いていた職員（保育士）は他

の園に配置転換できるため、手厚い保育が可能になった。 

・幼稚園、保育園のある地域とない地域の解消。 

・就業形態が多様化する中で、保護者の就労の有無とその変化への対応が可能。 

・保護者のライフスタイルに合わせた保育時間の選択が可能で、家庭での養育を支援できる。 

◆まとめ 

海津市、恵那市ともに市町村合併(海津市H17年3月、恵那市H16年10月)により施設は増えたが、

少子化による園児減少で施設の統廃合をする必要があった。岐阜市においても、老朽化した施設

の統廃合による再編と民営化していく計画に基づき、公立保育園を民間に移管した。 

３市とも待機児童ゼロ、人口は減少傾向にあり、少子化による園児減少で、施設の統廃合、民

営化の推進をしなければならない状況にあり、瑞穂市の現状とは合わない。 

当市同様に、人口が増加傾向にあり、子育て世代が多く、待機児童がいる自治体の視察ができる

よう、現在、岐阜県庁 子育て支援課を通じて、そのような自治体を愛知県内で探していただける

よう調整中である。 



ほづみ幼稚園 ●設立・５歳児開始 ３歳・４歳児開始

本田第１保育所 ３・４歳児 ★未満児　３・４歳児 ◆早朝・延長保育開始

（旧　本田保育所） （私立） （公立）

本田第２保育所 誠心寮へ 設立　★未満児　３・４歳児 ◆早朝・延長保育開始 未満児　３・４・５歳児

別府保育所 ★未満児 ３・４歳児 ◆早朝保育開始

（穂積保育所） 分割

穂積保育所 ◆早朝・延長保育開始

（私立） （公立）

牛牧第１保育所 前身 ３・４歳児 ★未満児　３・４歳児 未満児　３・４・５歳児 ◆早朝・延長保育開始

（旧　牛牧保育所） （牛牧小学校内）

牛牧第２保育所 設立　★未満児　３・４歳児 ◆早朝・延長保育開始 未満児　３・４・５歳

西保育・教育センターに改名

西保育・教育センター 移転 ★未満児３・４歳児 ◆早朝保育開始

（川崎村保育所） （川崎小学校内） ５歳児受入
（西保育所）

中保育・教育センターに改名

中保育・教育センター ５歳児は幼稚園へ

（船木村保育所） （船木村小学校内） （旧番地１２６－２） ５歳児受入
（中保育所）

南保育・教育センターに改名

南保育・教育センター ５歳児は幼稚園へ ★未満児　３・４・５歳児 ◆早朝保育開始

（鷺田村保育所） （鷺田村小学校内） ５歳児受入
（南保育所）

巣南町立幼稚園（各校区） ●５歳児受入

（西幼稚園）

（中幼稚園） 私立 清流みずほ幼稚園
（南幼稚園） 認定こども園 瑞穂こどもセンター

私立 清流みずほ幼稚園 清流みずほ幼稚園

開園　３・４・５歳

認定こども園　瑞穂こどもセンター

おひさま保育園

開園　０から５歳

認定こども園（保育所型）　瑞穂こどもセンター

おひさま保育園

清流みずほ保育園 開園　０・１・２歳

社会福祉法人　清流会

保　育　所　・　幼　稚　園　の　変　遷 平成２８年６月30日 教育委員会定例会資料

船木村保
育所

中保育所
設立　３・
４・５歳

美江寺へ
移転１９７
番地

未満児　３・４・５歳
児 ◆延長開始

２９年

５歳児は幼稚
園へ

９年

未満児
３・４・５歳
児

３・４歳
児

未満児・
３・４・５歳
児

３１年 ３２年 ４３年 ４６年

（休園）

鷺田村保
育所

南保育所
設立　３・
４・５歳

現在地
２２３

★未満児拠点　３・４歳児

清流みずほ認定こども園

３１年２１年 ２４年 ３０年

清流みずほ認定こども園
学校法人　総純寺学園

設立　３・４歳児
（別府１４０番地）

◆延長保
育開始

◆早朝保育開
始

★未満児保育導入期

本田第１
保育所と
改名

３・４・５歳の保育導入期

未満児　３・４・５歳
児　　◆延長開始

◆延長保
育開始

移転（穂積９６６番地）
★未満児　３・４歳児

◆早朝・延長保育導入期●５歳幼稚園教育導入期

未満児・３・４・５
歳児

設立（牛牧１
５８７番地）
３・４・５歳児

西保育所
設立　３・
４・５歳

川崎村保
育所

９年

通玄寺　本田保育所

長光寺ルンビニ保育所 穂積保育所

昭　　　　　　　　　　　　和

本田保育所設立
３・４・５歳（本田１９
１４番地）

２４年 ２７年 ２８年 ３０年２９年 ４８年 ５３年 ５５年 ５６年

平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　成
１６年 ２２年８年 １０年 １２年 １５年 １８年 ２０年 ２３年 ２５年 ２６年 ２７年 ２８年６年 ７年


